
 

  

 

 

 

みなさんこんにちは。4 月 24 日の定期総会をもちまして、平成 22 年度役員から新役員に業務がバトンタッチ 

されました。22 年度役員および班長の方々、大変ご苦労さまでした。新役員におきましても一丸となって、8 期目 

を迎えた自治会活動をよりいっそう活性化させ、住みよい地域社会、互いに支えあう健やかな暮らし、また子どもたち 

が笑顔に満ち溢れる｢はつが野の街｣を目指し取り組んで参りますので、今後とも自治会員の皆さまのご協力を賜ります 

ようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

●平成 23 年度定期総会を開催しました。 

   4 月 24 日（日）青葉はつが野小学校体育館で開催しました。全議案が承認され、新たに自治会役員、ブロック長も 

  選出、班長も交代しました。自治会員のみなさま、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。  

   <承認された主要な議案> 

１） 自治会の名称が｢はつが野自治会｣に変更になりました。 

 今後もはつが野 1 丁目、2 丁目をひとつの自治会として活動していく決意の表明として 

 従来の｢はつが野 1 丁目・2 丁目自治会｣の名称を変更し｢はつが野自治会｣になりました。 

２） 自治会館建設計画が承認されました。 

 5 年後の平成 28 年度に着工、竣工できるように、今年度から準備を進める計画です。また、自治会費を 

月 200 円値上げし、月 500 円とさせていただき、自治会館建設特別会計に繰り入れします。平成 27 年度 

の終わりには積み立て資金 2050 万円となり、和泉市からの助成金 1000 万円を合わせて、3050 万円で 

自治会館の建設、外溝工事、什器の調達などを賄う予定です。詳細は新たに設置される｢自治会館建設 

委員会｣で検討されることになっています。 

３） 関連団体の規定が会則に表記され、助成金の支出の根拠が明文化されました。 

 従来、子ども会、らくゆう会、いきいきサロン、子育てサロンなどに自治会から助成金の支出を 

 してきましたが、この支出についての規定がありませんでした。今回の会則の改定、および細則の設定 

 により、支出の根拠が明確になりました。また助成金の総額を自治会費収入の４５％以内と規定すること 

 で将来の助成金の肥大化を防ぐ措置も講じました。 

   

●平成 23 年度前期分の自治会費を集金します。 

平成 23 年 4 月～9 月の自治会費 3,000 円（500 円ｘ6 ヶ月）を 5 月上旬に班長さんが集金にお伺いしますので、 

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

●防犯灯とカーブミラーについて 

  防犯灯が是非とも必要な箇所、防犯灯が切れている場合、またカーブミラーが必要な箇所がある場合は、 

防犯防災委員長（松端：まつのはな 53-0283）または自治会長（鎌野 53-5360）までご連絡ください。 

カーブミラーについては和泉市交通課と設置について交渉をします。 

●自治会地区内での工事および工事車両の通行には十分ご注意ください。 

  町内街区開発工事および住宅建設工事に伴う迷惑行為（作業時間、工事関係車両の走行、駐車など）が続く場合は、 

  自治会までご連絡ください。 

   

  ●自治会入会説明会の開催 

  下記の要領で自治会入会説明会を開催いたします。ご近所に未加入の方がおられましたら声かけをお願いします。 

 

    日時 5 月 15 日（日）午後 7 時～8 時 

    場所 青葉はつが野シニアセンター（青葉はつが野小学校北 20m、老人集会所） 

    内容 自治会、子ども会、老人クラブ、いきいきサロン、子育てサロンの説明 

    駐車場がありませんので、自転車または徒歩でお越しください。 

    加入の申し込みに際しては、5 月～9 月の自治会費 2,500 円と印鑑をお持ちください。 
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●自治会ウェブサイト （http://www.hatsugano-jichikai.com） 

  自治会のウェブサイト（ホームページ）を見るには、まずヤフーかグーグルなどの検索エンジンのページで 

検索キーワードのところに【はつが野自治会】と入力して検索ボタンを押してください。すると検索結果ページの、 

上から 2 番目くらいに【はつが野自治会】が出てきます。それをクリックしてください。 

アドレス（http://www.hatsugano-jichikai.com）を直接打ち込んでいただいても OK です。  

 最初のページの左上、右上、右下の 3 カ所に『自治会員のページへログイン』というのがありますので 

 そこをクリックしてください。すると会員であることを確認するページが現れますので、はつが野通信に記載の 

ユーザー名とパスワードを入れて OK ボタンを押してください。会員トップページに行くことができます。 

（ウェブ版には、ユーザー名とパスワードは、記載しておりません。紙で配布のはつが野通信をご参照ください） 

 サイトについてのご意見は info@hatsugano-jichikai.com  までメールをお寄せください。 

●4 月の活動報告 

   １日（金） はつが野通信 4 月号発行、広報いずみ配布 
３日（日） 午後 3 時～5 時自治会運営委員会 
６日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

１０日（日） 9:00～10:00 里道清掃 11:30～12:30 自治会監査会 19:00～20:30 総会議案書製本作業 
１３日（水） 古紙類・アルミ缶回収 
１６日（土） 19:00～20:30 定例役員会、 
２０日（水） 古紙類・アルミ缶回収 
２４日（日） 10:00～11:30 自治会定期総会（青葉はつが野小学校体育館）  16:30～18:00 自治会運営委員会 
２７日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

●5 月の活動予定 

１日（金） はつが野通信 5 月号発行、広報いずみ配布 

４日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

８日（日） 9:00～10:00 里道清掃（ご協力宜しくお願いします）   

※ 里道・・・緑ヶ丘小学校運動場側で緑ヶ丘幼稚園まで続く道です。今の季節は新緑が美しいです。 

11:00～12:00 自治会運営委員会 

１１日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

１５日（日） 17:30～18:30 自治会費納金（シニアセンター） 19:00～20:00 自治会入会説明会（シニアセンター） 

１８日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

２１日（土） 18:00～19:00 自治会費納金（シニアセンター）19:00～21:00 定例役員会（シニアセンター）、 

21:00～夜間パトロール 

２５日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

 ●資源ごみ回収日 今後も毎週水曜日に行います。 

  本年 2 月、3 月、4 月と試験的に毎週水曜日を資源ゴミ回収日として設定しましたが、好評つき、5 月以降も 

『毎週水曜日』の回収を続けていくことになりました。 

※５５５５月月月月の回収日は 4444 日、日、日、日、11111111 日、日、日、日、18181818 日、日、日、日、25252525 日日日日のいずれも水水水水曜日曜日曜日曜日です。 

※当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出してくださいますようお願いいたします。 

※ペットボトルは軽く中を洗ってこの日にお出しください。ふたは外して出してください。 

●３月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                       3月の大一資源からの還付金 65,850円 

アルミ缶 ペットボトル 新 聞 雑 誌 ダンボール 布 類 牛乳パック 

60円/Kg 10円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 

150Kg 210Kg 6,630Kg 2,510Kg 1,340Kg 460Kg 10Kg 

9,000円 2,100円 33,150円 12,550円 6,700円 2,300円 50円 

 

 

 

４月の活動報告   ４月１７日（土） 新入生歓迎会および総会を青葉はつが野小学校で行いました。 

   ５月の活動予定   ５月２１日（土） 午前１０時より青葉はつが野小学校体育館にて、 

「お楽しみ運動会」を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

 

4 月のにこにこクラブは・・・  

4 月 19 日（火）開催。19 組 40 名の参加でした。体操・お歌・ボール遊び・交流会を行いました。 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

子ども会からのお知らせ 



新しいご家族も増え、又、子供さんの年齢もぐっと若くなりました(^。^) 

 

5 月のにこにこクラブは・・・ 

5 月 17 日（火）10 時～11 時（受付開始 9 時 45 分）   開催場所；シニアセンター    

参加費；自治会員家庭は無料。他の家庭は子供 1 名につき 100 円。 

内 容；健康体操の「新居先生」に来て頂き、楽しく・元気に体を動かします。 

暑くなってきていますので、飲み物、タオルを忘れずにお越しくださいね 

 

 

 

 

  らくゆう会日帰りバス旅行のご案内と募集のお知らせ     

   江～姫たちの戦国と近江と豪華すき焼き御膳の旅 

出発日   平成２３年６月２日（木） 雨天決行 

集合    午前７時４５分（８時００分出発）はつが野セブンイレブン前 

旅行費用  大人一人 ８，０００円  子供（小学生未満）旅行代金は無料 昼食代実費 

  

自治会員さん御参加をお待ちしております。  

            お問いあわせ   らくゆう会会長 上林  電話（５３－１１４０） 

 

 

    4 月 3 日（日） 宮の上公園で花見を計画しましたが、気温が低く外での花見を変更し、シニアセンターで開催しました。 

お弁当をいただき、俳句を詠み、カラオケも歌い、ハーモニカの演奏も聴き、楽しいひと時でした。 

 

4 月 10 日（日） 13:30～15:00  シニアセンター ｢手話コーラス｣ 『上を向いて歩こう』など知っている歌を 

               手話で表現してボランティアグループの人たちといっしょに歌い,楽しみました。 

5 月 8 日（日）13:30～15:00  シニアセンター いきいき健康体操  

                   軽く身体を動かして、頭と身体の両方をちょっと鍛えます。 

 

●自治会役員会報告 

  4 月 16 日（土）19 時～21 時 シニアセンター 自治会定例理事会にて下記のことが協議されました。 

  旧役員および新役員がともに参加し、｢業務引継｣をしました。 

    1)  書類配布：役員連絡名簿、自治会会則、入会届、退会届、訃報案内、費用支出申請書         

  

 2) 報告事項 

会長報告、各専門委員会報告（会計、総務、広報、環境街づくり、防犯防災、福祉、ウェブサイト）、 

子ども会活動報告、老人クラブ活動報告、福祉委員長による【いきいきサロン】【子育てサロン】報告 

  

  3) 協議事項 

      翌週の自治会定期総会に向けての役割分担、機器の確認などの準備をしました。 

●自治会活動保険について 

  ・地域一斉清掃や自治会イベントのときに、万が一の事故、ケガに備えて、自治会活動保険に加入しています。 

   また,自治会活動中に第 3 者または器物に損害を与えてしまった場合に備えて、賠償責任保険に入っています。 

 

【自治会活動保険】保障内容【自治会活動保険】保障内容【自治会活動保険】保障内容【自治会活動保険】保障内容    

              保険金額        内          容 

賠償責任 5000 万円  自治会が弁済すべき事故保障の賠償責任最高額 

死亡・後遺障害 500 万円  自治会活動中に負った事故での死亡または後遺障害に対する保障 

入院保険 3000 円  自治会活動中に負った傷害での入院に対する費用保障 

通院保険 1500 円  自治会活動中に負った傷害での通院に対する費用保障 

傷害見舞費用 10 万円  自治会員以外のものが自治会活動中に負った傷害に対する見舞金 

いきいきサロンからのお知らせ 

らくゆう会からのお知らせ 



費用損害 50 万円  イベントが中止になった場合の準備等に掛った費用保障 

 

 

  ・【自治会活動】についての細則【自治会活動】についての細則【自治会活動】についての細則【自治会活動】についての細則            自治会保険の対象となる自治会活動です。    

第 2 条（活動） 自治会会則第 3 条の｢活動｣の内容を下記の通りとして定義する。 

 

(1)(1)(1)(1) 会員相互の親睦及び文化、体育等の向上に関すること 

    a) 子ども会の活動 

    b) 老人クラブの活動 

    c) 地域イベントなどの活動 

        d)  その他の活動 

(2)(2)(2)(2) 地域の生活環境の改善及び向上に関すること 

  a) 地域一斉清掃 

   b)  里道の清掃と管理 

c)  その他の活動 

(3)(3)(3)(3) 防災、防犯、安全、交通、保健衛生に関すること 

 a) 防犯パトロール 

  b) 夜警 

  c) 防災訓練 

   d)  子どもの通学、通園の安全サポート 

e)  その他の活動 

(4)(4)(4)(4) 会員相互の事務連絡及び情報提供に関すること 

(5)(5)(5)(5) 和泉市及び都市再生機構などの公的諸機関との連携並びに 

当地区に対する施策の推進に関すること 

(6)(6)(6)(6) 社会の一員としての相互扶助に基づく社会福祉貢献に関すること 

  a) いきいきサロンのボランティア活動およびサロン活動 

  b) 子育てサロンのボランティア活動およびサロン活動 

  c) その他のボランティア活動 

 

 

●本年度“米寿”（８８才）をお迎えになられる方をお知らせください。 

   平成 23 年 4 月から平成 24 年 3 月までに“米寿（88 才）”になられる方に「敬老祝い金または記念品」を 

贈呈させていただきます。自治会では、自治会員個人、およびご家族の生年月日を把握しておりませんので、 

お届けいただくことにより、お祝いをさせていただきたいと思っております。お手数ですがメモ用紙に該当の 

方の「ご氏名、よみ、ご住所、電話番号、生年月日」を記載していただき、封筒に入れて担当の班長さんまで 

ご提出をお願いします。 9 月 18 日開催予定のらくゆう会の敬老祝賀会にご招待させていただく予定です。 

 

この受付は平成 23 年 8 月 19 日まで受付させていただきます。 

班長さんは 8 月 19 日までにブロック長さんまでお届けください。ブロック長さんは 8 月 20 日の役員会に 

メモをお持ちください。 

 

●地域イベント（はつが野まつり） 

  本年度も地域イベント｢はつが野まつり｣を開催する予定です。 

   詳細は、今後立ち上げる｢イベント実行委員会｣で協議されますが、大まかな方針として 10 月下旬の開催を 

   目指したいと考えています。 

 

  

 

= はつが野通信 平成 23 年５月１日号 完 = 


